
【インフルエンザの登校基準】 

発症した後（発熱の翌日を 1日目として）5 日を経過し、かつ解熱した後 2日を経過するまでを

経過するまでは登校することができません。 
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【新型コロナウイルス感染症の登校基準】 

発症した後（発熱の翌日を 1日目として）5 日を経過し、かつ症状軽快した後 1日を経過するま

では登校することができません。 

※お子さんがインフルエンザや新型コロナ感染症と診断された場合は、学校へご連絡くださ 

い。また、医師の診断書や治癒証明書は不要ですが、登校再開時に「登校届」を提出してく

ださい。登校届は学校ホームページからダウンロードできます。ご家庭でダウンロードし、記入

してお持ちください。 

 


